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まえがき 

本寄書では、ｘＤＳＬにＰＢＯが必要な場合を考察する。 

 

1. ＮＴＴ局舎内設置の場合 

ＴＴＣスペクトル管理ＳＷＧにおいてスペクトル管理の対象としているｘＤＳＬ装置

がＮＴＴ局舎に設置される場合である。 

ＪＪ１００．０１では、与干渉源であるｘＤＳＬ回線のＣＰＥと干渉を受けるｘＤＳ

Ｌ回線のＣＰＥはＮＴＴ局舎から等距離にあることを前提に、スペクトル適合性の計

算を行うことになっている。 

従って、本ケースではＰＢＯを必要とするケースは存在しない。 

 

2. 局外設置の場合（私的資産のビルに設置される場合） 

ＴＴＣスペクトル管理ＳＷＧでは、ｘＤＳＬ装置がＮＴＴ局舎外に設置される本ケー

スはスペクトル管理の対象としていないが、仮に本ケースを対象とする場合には下記

のような問題がある。 

図１は、ＳＭＳ－０４－２６（ＣＴＬＭ）で示されたＮＴＴ局外設置ＶＤＳＬによる

ＮＴＴ局設置ＡＤＳＬへの干渉のシミュレーション結果である。 

本シミュレーション結果から明らかなように、ＮＴＴ局設置ＤＳＬＡＭとＣＰＥの間

に干渉源となるＮＴＴ局外設置ＶＤＳＬがある場合、ＡＤＳＬへの干渉もあり、ＮＴ

Ｔ局設置ｘＤＳＬ上り回線からＮＴＴ局外設置ＶＤＳＬ回線への干渉を抑えるための

ＰＢＯの必要性とともにＮＴＴ局外設置ＶＤＳＬ下り回線からＮＴＴ局内設置ｘＤＳ

Ｌ回線への干渉を抑えることが必要である。 

従って、ＮＴＴ局外設置ＶＤＳＬが私的資産のビルに設置される上述のケースの場合

は、運用上スペクトル管理の対象とすることができるかが問題である。 

 

3. ＦＴＴＣの場合 

ＮＴＴ局外設置ｘＤＳＬがＮＴＴ加入者線の途中に設置されるケースは、ｘＤＳＬユ

ーザがＮＴＴ局舎から遠距離にあるため、途中に設置されるＤＳＬＡＭ等まで光ファ



イバを用いる、所謂、ＦＴＴＣである。 

ＦＴＴＣの場合、与干渉源と干渉を受けるｘＤＳＬ回線の二つのＤＳＬＡＭ等が異な

る場所にあることを前提とすることは、干渉を避けるという理由から、不合理である。 

ＦＴＴＣの場合は、局設置のＤＳＬＡＭ等が単にＮＴＴ加入者線の途中に移動したと

考えられ、与干渉源であるｘＤＳＬ回線のＣＰＥと干渉を受けるｘＤＳＬ回線のＣＰ

Ｅは局外設置ＤＳＬＡＭ等から等距離にあるというＪＪ１００．０１の前提に従い、

ＰＢＯは必要ない。 

現行ＪＪ１００．０１の前提“与干渉源であるｘＤＳＬ回線のＣＰＥと干渉を受ける

ｘＤＳＬ回線のＣＰＥはＤＳＬＡＭ等から等距離にある”を見直すことは、スペクト

ル管理をいたずらに複雑にするだけである。 

 

結論 

ＮＴＴ局舎内設置、局外（ビル）設置、ＦＴＴＣのいずれの場合も、スペクトル管理あ

るいは運用上、ＰＢＯを実装可能なケースは極めて少ない。 

 

提案 

ｘＤＳＬ装置がＮＴＴ局舎外（私的資産のビル）に設置される場合について、ネットワ

ーク設計上考慮すべき条件、運用上の問題、対処案を検討するために、ｘＤＳＬサービ

ス提供者が中心となる場を設けることを提案する。 
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図１:  VDSL干渉下の各種 ADSLの平均下りレート 
（ＶＤＳＬキャビネットは局舎より 1km） 

 
出典： ＳＭＳ－０４－２６ Ｆｉｇｕｒｅ１１ 

 


